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社会福祉法人白石町社会福祉協議会理事・監事・評議員選出規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人白石町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の理事、監

事、及び評議員の選出について必要な事項を定めるものとする。 

 

（理事、監事、及び評議員の選出） 

第２条 理事、監事、及び評議員の選出は次のとおりとする。 

 ⑴ 定款第１７条及び第１８条に規定する理事及び監事は、表１に掲げる区分により選出す

る。 

⑵ 定款第６条及び第７条に規定する評議員は、表２に掲げる区分により選出する。 
 

表１ 

   
区         分 

理事 監事 
性    格 組   織   名 

１ 
各種住民組織の代表 
(住民代表的な性格のつよいもの） 

駐在員会 

６～８ ２ 

女性団体 

議会議員 

２ 福祉専門機関・団体の代表 

民生委員児童委員 

社会福祉施設代表 

ボランティア団体 

行政の首長 

３ 学識経験者 学識経験者 

 

表２ 

  
区         分 

評議員  
性    格 組   織   名 

1 
各種住民組織の代表 

(住民代表的な性格のつよいもの） 

駐在員会 

１０～１２ 

住民参加活動団体 

２ 福祉専門機関・団体の代表 

民生委員児童委員 

ボランティア団体 

福祉関係行政職員 

3 
各種福祉団体の代表 

(当事者団体的性格のつよいもの） 

当事者団体・家族団体 

老人クラブ 

4 関連分野団体 シルバー人材センター 

5 学識経験者 学識経験者 

 

附 則 

 この規程は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１９年５月２９日から施行する。 
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附 則 

平成２５年１月１日から就任した理事、監事、評議員の任期は、この規程第３条の規定に 

かかわらず、平成２５年５月３１日までとする。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。但し、理事・監事については、平成２９年

度の定時評議員会の終結後から施行する。 


